
締 守 記 に み る 尾 道

提 勝  義

1。 は じ め に

備陽史探訪の会が今回よリタイプによって印nllさ れるとの事で非常に結構なことと思うので私 もつ

たない文章をよせることになった。

「 鐸守畿 」私がここに3:用するのは、続群書類従完成会より鷲行されたものである。簿守記:ま帝曇

図書館当時には「 師茂記」となっていたようであるが、編者の藤井貞文氏、小林花子女史によると、

実際の執筆者は大外記中原師茂の弟である中原師守によってなされているので、師守記とするのが妥

当との事であら。 1)
この締守記は大外記家に関することについて細かく書かれたもので、その記述年代は、暦応二年

(1339)か ら応安五年 (1372)の間のことである。

はlET喜 駆 i獣詈「 はじI曇置優欄 艦;fitti:F】iti督 貫えた]警菖倉

`嬌

l[iI】 。

師守記の中に出てくる栗原保や書和保に緊係する年代 :ま、暦応二年 (1339)か ら貞治六年 (1362)
のことであり、その内容はきわめて断簡鋳であり、つながうのないものであるが、ある時期に栗原保

や吉和保にどのよ
・
うな人物がいたのか、武士の侵略に対してどのように対応していたのかおよそのこ

とを知ることは出来るのである。

議守記議議の大炊寮領についでは、すでに青木茂氏が新修尾道事史第 1巻の中でとりあげておられ

世史]世界でも網』氏[I繁
.l麟

慣l豊暑環鼻i曇言[勇I聯灘繁逸曇:貫鷲撃|[i[貫香黒1.

2.糠 守 記 の 握 述

栗原保や奮和保に関係する人々は、椙原氏、安芸入道露源、その子供の将監師上、兵部大夫入道了

円、安本入道、吉和・栗原公文、岩崎律師、中原家の人々とその家使である左近太郎、友阿等である。

暦応二年(1339)七月十五篠薔年、天晴

譲轟鷲軍i:量赳奪ねこな薯i伝
茶二種等也、予女房扇二本秋―被憑之不及返 、予鷲

記殿扇二本・墨一廷・返茶一種・捕一・満菫二等週

新左衛F]嬢二無返、次女姓憑物御料人有返、次頭殿御方、小人二人懸之、幸甚々々

暦応二年九月十九日

今日自構後国栗原保飛却到来、是依損亡事也又空一房来臨、
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暦応二年十二月七日

辛卵、天晴、今謳自薬漂保鶴書種鋼来、二十合其外監・味鸞以下菫来、幸甚々々

暦応三年 (1340)二 日十九日

今日岩崎律 8111参入、去廿六日自備州上洛云々一瓶持参但代也、用途二貫文、荒差一、家君有御対面、

表選場一献、幸撼々 、々

量[言八憮曇場布菫巻、華機々々
願殿御方布五巻進之、外史方へ三巻進之、各被遣反事了

暦応三年四月十日

発己、天晴、入夜雨降、今彗布一段進上郷前去球 量ズ艤饗志内機

置:履兵機]1層督円 f・息兵螢整繭渠参入此間自備後上洛云々、持参一瓶料、一貫文有其興、準甚

華甚

暦応三年匿角‡一日

甲辰、天晴、今朝岩鴎律師慶祐参入、明日可 T・
‐
F91機州云々、被進一献陽茶斉轍弓等

薫永四年 (1345)年覇 十二鎮

今日安芸入蟷先参高野去十薇出家、法名円源
曇戦亀壼管

藩党閣人、中間二人同出家機 将々監師ト

典部大夫入道了円等同上濠。

今日安芸入道酒肴三結・蕨撲二紙袋被進之云々又掃部左饗購入道藩織料―結進上云々

康永四年二月十八日

壬寅、早旦家君
露羨
同軍籠僧二人、又安芸入道円源・ f‐息将監師占、兵部大夫入道了P3等 自宿直参会、

箇
優曇Z「量置言i予督憮番曇員置機倉曇露「 詈∫

次被仰付予｀以友阿被修之、正和度彼擦成
葬盆
入

‐
貫文被進之、今日安換入道円源、安lib料肉五貫文

卜菫繁な量濾餃跛、は理贄鯰手翼な書感撃〕はEttT鱒八
文十二通

費暑美貫入書
芸入道、外史

各有誦経物

今日吉和栗漂公文灌料 二結沙汰進上、追代意

康永四年 (1345)二月す六日

今日安芸入道円源、同
‐
F思将監師上、兵部大夫入道了円等参入、各 安々堵料事、以予種々御間答之、

及晩令差一献給明日可下向之故也、各々安堵料安芸入道分八十貫文、内嘗進二十五貫文、残五十五貫

文被進請文安摯鶴教書通下来甘九臨可被書下、其以前無簿次之由、陰隣師計事故也聞件鐵可被書下安

警入道己下、明日先可下向、下部一人留置可賜御下文己下之曲、申置了。

康永翠年三角誉七穣

今朝安芸入道下向備後、管持申闘瀬
=連
今日被出之了及盃飯、幸甚々々。

豪永四年二月廿九餞

発登天晴今舞依鎖吉懇構後睡懇安摯舞下知書場之、予書之安芸入違被警置人、扇井新茶少々被意遺
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了、予扇五本志安芸入道了。 _

康永簿年困月九日

今鐘岩崎律師慶祐参入、以予舞聞答条々申所存又摯訂安堵・………(略 )

御所崎姦宇分安堵御下文同場之、件地子於京都 nl鉄沙汰之由申之、其外歌島賞年請料三十貫文、可

致沙汰之由申領状了。

康永四年四月十二日

今回警崎律師 町安堵料三貫御所崎地予七百二十文進上之、知 申次五連致沙汰、今五連可有御免

由申之、然而為任例、猶可問答也。

康永鶴年四月甘一日

今爾岩崎律轟参入明日可下向備燿之出泰之令差酒給、茶五袋被志遣了、遺llrt之後安芸入道許べ被遣

舞状等以左近太郎被遣宿了。

康永四年六月十九日

今夕又次郎自備後上洛、三儀公文安堵料晟十貫賃進其外末到彼到来被宛御拝賛料足之処通弱到番以

外也、安芸ヌ道無沙汰歎 、如何

康永四年七月十二日

           諮分安堵料二貫文致沙汰、申次分布二段申次分友阿以便宜、自備後栗原保掃部左衛門入道観心号屋[

申沙汰聞被遺彼了、式貫文被納了

今衣又令発給、騨軽様令発給幸甚々々

康永筵年十月十二日

EE‐成、天晴、今朝将監師上参入、綿種持参之、安本轟釜麗持参、講文馬途磯下致沙汰云々。

言蓋

有状申

弁雷邑曇番
1駿會菫曇

幸甚々々、今日将監進上開酒料、鳥目三百意、蝋燭〔 〕予方蝋五

|々

(中 略 )

貞和二年 (1347)十一月五日

天晴、今日西剋許自備後栗原保飛脚到来、是去月十六日夜号久世次郎悪党等打入安芸入道住宅二放

火浪籍事也、然雨翌日退出之由載状、以外事也。

貞稀三年十一月七日

今錢難確後III平次上洛、放火浪籍事、守護注進被執進之了。

纂内談候之間、廻候不E□朧候、伺京都御意候て候

庚て其様を可存知候、如此御意□□□□には、なに

下一大事此事候、尚 便々宜之時者、可有御心得候事

'自

僕筆優信主曇艦詈EIJ駆 訛 良疵 :餃 へ可追出候之処、二谷合翻 和々合戦所へ

は●J入総主之由守護方より兼具二禁制候之聞〔 〕無心本候c

貞和五年二月苦三日
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今日向接察大続層宿所給栗原保事為被申也此次参相国第給、次参殿下給、栗原保事被歎申各驚鶴対

面云々。

(紙背文書 )

路次之間無別事下Fn」仕候軟間、返々悦入侯兼又雖不珍候、千鳥賊荒巻一1辞令進候、雖無何事候便

宜之時は可蒙仰候、又自是可令申候、去五月甘七日より至今日雨不降候之間、今年は又令損亡候事、

返 歎々存候毎事期面拝之時候、恐々謹言。

七月匹日 直講殿 霧源 (花押 )

貞和三年二月二十八鶴

今朝家君令向接察大納言様四条大納言第給業彙昨日雑訴有沙汰、猶管日分可勤仕若難義者、無左右

難

喜優FEE言塁優l露溝藝T瞥讐僧[優11謄嵐暑看易鼻撫候 、就其候ても公事一大事候働以前委
被申候つ適被替進候、物違候て江平次空罷下候へば、寮中被失申候公役をつらべられ候てこそ餞候は

んするに一定公役欠候ぬと覚候、返々公私歎入候如沙汰申候、寮務無相違候てこそよく候へきに公役

欠如

I菫彙』員農理書懲蓋鮮l遍 炉昌昌菖農 [昌昌曇菖l如

此候へはなに候へしとも不覚候、欄構

御心中察幸候、又動数鷲たるやう〔  〕目心候、今自十筵銀鶴状同言三日瑠来委承候了、営保蓼

尚 驚々歎入候、京都も無物沙汰候之間、不及獲提候就公私被鰺候へとも一向閣沙汰候間、無力候、沙

汰始候は京都沙汰は不●J有等閑候也、次此度入道殿御上港再二被申候様に公役寮中の大事候之間、不

願地下麟 被申候 鄭 、候―

8長乙冒:機琶
禁量堪鵞機11干為雪Υ景曇詈曇[「曇fi隷曇貫鼎優言詈『這[段暑象台含儀戯騰

貞和五年五月十九日

今日自備後栗原保飛脚銀来、去十九日左兵衛佐両使被打渡候了云々、幸甚々々。

貞和三年 六月十六懇
繊曜諄薩D

今日自備後状鋼来、昨夕警儘同道又次郎男上洛也。

今:貫3貢詈rittil昨夕自雷釜上洛云々。持参"瓶料面疋及盃飯、又蝋燭井廷、千鳥賊三十進
上之、又蝋燭十廷、千鳥賊二十志予、本意之由遣返事。

貞和五年十月二十日

今日左近太郎自備後上洛、仕人同上洛

栗原保守護大平畠羽権守令押領云々

観応三年 (1352)九月二十二彗

次令羹三宝院賢俊僧正坊総以人被聞栗原保橿原下向之爾、被仰彼之由昨日武家沙汰俸之由云々懸相

時分片時 存之由被申之、殊以外候、椙原今朝下向候細々見来候委細可被IEI候不可有等閑之由有返覇
ム々
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貞和二年九月二十四日 /

今銀難後守護代粟原保事拳談雑掌子織等在之、自塁守護代富昨猥上洛、就其圭選E失面目之聞、自京

都被下代官可打渡之由申之了

貞和五年九月二十六日

今日備後守護代与雑掌出逢奉行所、最栗原保事自京都被下代官者可打渡、始終雖為本御代官於今年

所務者自京都可被下人云 奉々行厳菫公領之様仰含守護代了、神妙々々

薬原保事為申談、欲参三宝院僧正坊之処、末申習之間、賜御―行可持参芝趣被示之、此間足有雑警

蓼、不及出現之間、対面申事不定然而先書進状了、彼中将与三宝院同腹兄弟也殊細 寄々合仁
」L17君以

状、令向三宝院坊給之処有雑黎事之間、不入見参後
日可有来臨之由被答之閥被帰了、次令向勤修寺一

轟第総以前民部権少輔定茂朝臣

3.安芸入道・兵部大夫・左近氏について

師守記の中の栗原・吉和保等に関係する記事をあげたが、若干内容によって省略をしたところがあ

る。しかし、大略其意をくむことが出来ると思 う。

師守記に出てくる人々のうちで安藤入道について、青木茂氏は次のようにいっている。

「 安芸氏の出自はわからないけれど、窯土寺文書 (尾道 )や高知の常通寺の鐘になっている光明寺

(罵道 )の鐘銘に出てくる橘信吉という人物が安芸入道の後裔であろうともいわれている」と述べら

れている。安芸入道は粟原保内での経営に主要な役割を果たしているが、しかしながらその実態はよ

くわからないのである。つぎに安芸入遊とたびたび京都にやってくる兵部大夫入道了霜についてであ

るが、身分的に城の主とも思われないので、あくまでも推灘として考えてみたい。

困島村上氏の宿老として村上氏を支える宮地氏は、本頃石見守に城を進われるまでは、吉和保鳴滝

城代として吉和保にいたと系図に出てくる。宮地氏の系図をあたってみると、次政「 保安三年(1123)

越中国宮地荘を賜わり、宮地を以て嬢とす」、兵部太郎広義、兵部次郎広俊、兵部太輔弘弱 (木頃石

見守の為に戦死落城 (1423)す 、家族は村上氏と因縁あるによって因島に渡る )、 大炊助明光、と

続くようである。前述の系図をみると、IIJ光以後の大炊助の前には兵部という共通した名称を見るこ

とが出来る。師守記に出てくる兵部大大 も兵部であるという共通性を見ることが出来、他には宮地氏

らしい人物 もみい出せないのであるが、盤嘉吉三年 (1443)、 高野由にたいする由名時際の守護講

不鷲米を堺まで送った難の中に「 犬島お いゝとの 船ゝ 」の基藤がみえ、議 氏の持ち畿と思われる。

また因島村上氏のもとで中産の金蓮寺、八幡社再建の大量那 となっているので、安芸入道にくっつい

てでてくる人物とも思われないが考えてみる余地はあるのではないだろうか。

つぎに左近氏であるが、 これは直接粟原保や吉和保に関係する人物ではなく、中原家の家使として、

各地の大炊寮領にいっているのであるが、兵庫北関入船納帳のなかに瀬戸閥から鉄を運んだ船の持ち

主として左近二郎 (同一人物ではない )の名がみえ、また、因島金蓮寺の瓦葺きかえをした中に、中

度御代官幡利子息又二郎預左近三良と出てくるので、左近氏の多くは酒=商に関与 していたのではな

もヽかと芸豪う。
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4.師 守記 の内容      _
師守記の栗原保や吉和保に関する記事は前述のように、暦応二年 (1399)か ら貞治六年 (1362)

まで載っている。この時代は足利尊氏が建武政府にそむいて自己の政権を確立する時代であり、各地

で南朝方と北朝方との争そいがあったし、後には弟の直義、息子の直冬との間が不仲になり、三つど

もえの争乱の時代になる時でもある。そしてこの時代中原氏は1嘲の大外記として京都にいて、大炊

寮領の管理をしていたのである。

安芸入道は栗原保内において八十貫文の安堵料を払って経営していたのであり、度々息子の将監師

上と兵部大夫をともない上京していたことがわかる。

岩崎律師慶祐は御所崎内の地子として七百二十文を払い、歌島の請料として十貫文の安堵料を支払

っているのである。

御所崎は尾道の中でも重要な港としての地位を占めるのであり、この時代は大炊寮の管理下にあっ

た。高野山太田庄の倉敷地であった尾道は、太田庄の物資の積み出し港でもあり、活況を呈していた

ものと思われる。

岩崎律師が御所崎内を占めて地子を払っていたのは、向いの歌島の大炊寮領を請け負っていたため

に物資の運送上必要なためであったと思われる。御所というのは大炊寮との関連でつけられた名前で

あると思われ、尾道に政所があったとすれば、青木茂氏のいうように、御所崎内にあったと考えられ

るのではないだろうか。

貞和三年 (1347ゞ
)に
なると久世次郎等が栗原保内に入って、安芸入道の住宅をやいたりしていて、

すぐに京都に注進がいって、守護にかけあっているようである。貞和五年 (1348)になっても、久

世次郎等の侵入はやまず、孫六が度々久世次郎等にかけあっているが、なかなか思うにまかせないよ

うである。そこで中原氏は中央工作をおこなっているが思うにまかせず、貞和五年 (1349)五月に

なってようやく、足利直冬の力によって栗原保を回復しているのである。しかしそれもつかの間、同

年の十月には、左近太郎の報告により、大平出羽権守の押領を知るのである。

此時には三宝院賢俊の力をかりて、椙原氏が三宝院の命をうけて、栗原保内をこまごまと見て、三

宝院に報告し、その結果守護代が京都に呼ばれて、奉行から公領に侵入しないようにと厳しくいいわ

たされているのである。この文章中に土肥がその面目を失なったとあり、青木氏は土肥はどのような

人物かわからないと新修尾道市史に書いているが、私は素直に考えて、小早川氏でよいと思っている。

其の後、家君 (師茂 )は栗原保のことで三宝院をたずねたけれど、三宝院の都合で会えず、後日ま

たたずねるということで文章は終っている。

大炊寮領はその後武士の侵入によって有名無実となり、御所崎 も足利直冬や山名氏の勢力下に入っ

ていくことになる。

(注 )

(1)令制における官職である。大政官の少納言の下にあって秦文の作成、先例の考勘、公事儀式の

奉行などをつかさどり、大外記、少外記各 2人でその下に史生 10人が属した。

大外記は清原、中原氏の世襲である。
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(2)『 師守記』第 11巻 藤井貞文、小林花子編 続群書類従完成会
(31 雑穀、諸司の倉糧のことをつかさどり、中原氏の世襲である。

141『 輛』 市街地発堀調査報告 福山市教委 1980ヤ 尾道』 市街地発掘調査
″1977 1978

1979草戸千軒町遺跡調査研究所

15)網野善彦 『 無縁・公界・楽』 (平凡社 )、 『 日本中世の民衆像』 (岩波新書 )、 他
笠松宏至 「仏物・僧物 。人物」(『 思想』670)、 石井 進「 都市鎌倉における地獄の風景」
(『 御家人制度の研究』 吉川弘文館 )、 井上鋭夫『 山の民・川の民』における雲ノ上公伝

説の解説等、横井 清『 中世民衆の生活文化』(東大出版会 )、 その他に『 一携史入門』、
視覚や聴覚に関する研究も多く出ていて注目されている。

(福山市民図書館 )

○ (編集者注 )]1用 史料の中で 1,売→処、精 → 料  "等 、便宜上漢字を改めたところもある

注意 されたい。
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